
コミュニティ・スクールと
地域学校協働活動の一体的推進

総合教育政策局地域学習推進課
地域学校協働推進室



① 教育課程を介して目標を
学校と社会が共有

② 子供たちの育成すべき資
質・能力を明確化

③ 地域の人的・物的資源の活用、
社会と共有・連携しながら、開
かれた学校教育を展開

⚫ 子供たちが抱える困難の多様化・
複雑化

⚫ 情報化の加速度的な進展に関
する対応

⚫ 学校における働き方改革のさら
なる推進

◆コミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）
◆地域学校協働活動、地域学校協働本部

⚫ 少子化・人口減少や高齢化、
DXの進展などの社会の変化

⚫ 感染症の拡大や国際情勢の不安
定化などに象徴される将来の予測
が困難な時代の到来

学校を取り巻く問題の
複雑化・困難化

地域における
教育力の低下

地域 学校

地域と学校の連携・協働体制を一体的に推進

【参考】教育基本法 第13条
学校、家庭及び地域住民その他の関係者は、教育におけるそれぞれの役割と責任を自覚するとともに
、相互の連携及び協力に努めるものとする。

地域と学校の連携・協働の必要性

学習指導要領の理念
「社会に開かれた教育課程」

⚫ 都市化や過疎化による地域のつ
ながりの希薄化



コミュニティ・スクールと地域学校協働活動の一体的推進

（委員）保護者代表・地域住民
地域学校協働活動推進員  など

学校運営協議会
学校運営や学校運営に必要な支援に関する協議を行う

※ 学校運営の責任者として教育活動等を実施する
権限と責任は校長が有する

地域学校協働活動推進員
地域と学校（学校運営協議会）をつなぐコーディネーターの役割

コミュニティ・スクール
（学校運営協議会を設置した学校）

⚫ 校長が作成する学校運営の基本方針を承認

⚫ 学校運営について、教育委員会又は校長に意見

⚫ 教職員の任用に関して、教育委員会に意見

学校運営の
基本方針

学校運営・
教育活動

説明

説明

承認

意見

校長等

※ 地域学校協働本部
地域の人々や団体による「緩やかなネットワーク」
を形成した地域学校協働活動を推進する体制

地域学校協働活動

地域と学校が連携・協働して行う
学校内外における活動

教
育
委
員
会

意見

教職員の任用

任命

委嘱

学校運営

地域学校協働活動推進員

地域学校協働活動推進員

（委員）10～15人程度

・地域住民
・保護者
・地域学校協働活動推進員  など

地域住民等の参画を得て、
・放課後等における学習支援・体験活動（放

課後子供教室など）
・授業補助、校内清掃、登下校対応、部活動

補助などの学校における活動
・地域の防災活動やお祭り等地域の伝統行事

への参画など地域を活性化させる活動
などを実施

情報共有

情報共有

社会教育
団体・施設

文化・ｽﾎﾟｰﾂ
団体

企業・NPO

PTA

地域住民

保護者

子ども会

コミュニティ・スクールと地域学校協働活動の一体的推進

民生委員
児童委員

人権擁護
委員

消防団

教育・体験活動プログラム等の利用者と
提供者のマッチングを行うポータルサイト

（R5年度中に構築予定）の活用

※地方教育行政の組織及び運営に関する法律第47条の5

※社会教育法第9条の7

※社会教育法第5条



様々な地域学校協働活動

家庭教育支援活動 地域の行事、イベント、お祭り、
ボランティア活動等への参画

地域未来塾学びによるまちづくり・
地域課題解決型学習・郷土学習

学校に対する多様な協力活動

放課後子供教室

「地域学校協働活動」とは、幅広い地域住民の参画を得て、地域全体で子供たちの学びや成長を支えるとともに、
「学校を核とした地域づくり」を目指して、地域と学校が相互にパートナーとして、以下の様々な取組を組み合わせて実
施する活動

定 義



地域とともにある学校づくりを進める手段として、地域が 「当事者」として学校運営に参画できる仕組み

コミュニティ・スクールでは、法律に基づき、学校運営協議会の役割や権限が明確化されているため、

保護者や地域住民等が学校だけに任せることなく、学校運営の当事者として、自立した学校と対等な立場

で、継続して学校運営に関わることができる

２．コミュニティ・スクールのメリット

１．当事者性 ・・・ 十分な権限により当事者意識が高まり、協議が活性化（熟議）
（協議会の決定や委員の発言に責任が伴うため、学校運営に責任を持って参画）

２．自立性・対等性・・・ 十分な権限を持つ自立した合議体として、効果的な学校運営に寄与
（協議会が「承認」等の権限を有するため、学校運営に多様な意見を確実に反映させることが可能）

３．持続性 ・・・ 永続的かつ安定した学校運営のための仕組みを制度的に保証
（法律に基づく制度として、国の財政支援等を活用して組織的・継続的に取り組むことが可能）

① 校長が作成する学校運営の基本的な方針を承認する

② 教育委員会又は校長に対して学校の運営に関する事項について意見を述べることができる

③ 教職員の任用に関して教育委員会規則に定める事項について、任命権者に意見を述べることができる

【学校運営協議会の主な機能・権限】 （地方教育行政の組織及び運営に関する法律第47条の５）

１

２

３

コミュニティ・スクールの意義



コミュニティ・スクールは、学校と地域をとりまく課題解決のための仕組み（プラットフォーム）

２．コミュニティ・スクールのメリットコミュニティ・スクールの有用性

学校の課題

「社会に開かれた
教育課程」の実現

教育の目標などを学校と
地域が真に共有し、連
携・協働することに課題

(例) 茨城県牛久市

学校運営協議会委員が
授業研究に参画。学校理
解を深め、熟議を行うことで、
社会に開かれた教育課程を
実現。教師の授業力向上、
子供の学力向上にも寄与

子供の課題

不登校対策

不登校やいじめなど、学
校内外において子供が抱
える問題への対応に課題

(例) 北海道登別市

学校運営協議会の組織
を生かし、多様な関係主
体との円滑な情報共有や
連携・協働により、チームと
しての不登校対策体制を
構築

地域の課題

地域コミュニティの
再生

子供たちが地域と関わる
機会、ふるさとを知り学ぶ
機会の減少などの課題

(例) 岩手県大槌町

地域の協力のもと郷
土の歴史や特産・文化
を学ぶ「ふるさと科」を
推進し、子供たちの地
域への愛着を育む学び
を充実

コミュニティ・スクール（学校運営協議会）により、地域全体で解決に向けて取り組む

地域防災

災害時に避難所となる
学校と地域の連携体制・
物資等の整備に課題

(例) 熊本県

自治体の防災担当職
員等が学校運営協議会
に参画し、地域住民との
合同防災訓練など、防
災に関する事項・取組を
協議・実践

学校における
働き方改革

学校業務の精選や教師
の意識改革などに課題

(例) 岡山県浅口市

保護者や地域住民と
目標や課題を共有し、
業務の見直しを実現。
協議を通じて教師の意
識改革にも成果

学校や子供たち、地域が抱える様々な課題を学校だけに任せるのではなく、地域全体で解決を図る必要性

→ 学校と地域が目標や課題を共有し、協議する仕組み ＝ コミュニティ・スクール

→ 保護者や地域住民等が当事者意識を持って参画することで、様々な取組が活性化
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81.9 % 

81.2 % 
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75.1 % 
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72.4 % 

63.1 % 

57.5 % 

57.1 % 

56.8 % 

55.9 % 

49.4 % 

33.4 % 

学校と地域が情報を共有するようになった

地域が学校に協力的になった

特色ある学校づくりが進んだ

子供の安全・安心な環境が確保された

地域と連携した取組が組織的に行えるようになった

学校関係者評価が効果的に行えるようになった

学校に対する保護者や地域の理解が深まった

管理職の異動があっても継続的な学校運営がなされた

保護者・地域による学校支援活動が活発になった

校長のリーダーシップが向上した

教育課程の改善・充実が図られた

保護者が学校に協力的になった

教職員の意識改革が進んだ

児童生徒の学習意欲が高まった

いじめ・不登校・暴力など生徒指導の課題が解決した

学校と地域の相互理解、連携・協働が進むことで、子供たちや学校、地域の関係
者全員に効果がある

出典：学校と地域の新たな協働体制の構築のための実証研究（2021.3）（令和2年度文部科学省委託事業）

Q：貴校では学校運営協議会の設置・活動によって、どのような成果がえられましたか？

※ ＣＳ導入校（校長）を対象とした調査において、肯定的な回答（「とてもあてはまる」「まああてはまる」の合計）のあった項目のうち主要なものを抜粋

学校
（教職員）
への効果

子供たち
への効果

地域
(保護者含む)
への効果

【 ＣＳ導入校の校長を対象とした調査 】

コミュニティ・スクール導入の効果・成果



コミュニティ・スクールを導入している学校数：18,135/34,687校
（教育委員会が学校運営協議会を設置している学校数）

全国の公立学校のうち、52.3％がコミュニティ・スクールを導入

コミュニティ・スクールの導入状況 -学校数-

75％以上

50％以上

25％以上

25％未満

▍ 都道府県別導入割合

▍ 全国のコミュニティ・スクールの数

令和５年５月１日
時点

幼稚園
341/2,437園

義務教育学校
152/202校

小学校
10,812/18,437校

高等学校（中等教育学校含む）

1,152/3,484校

中学校
5,167/9,010校

特別支援学校
511/1,117校

▍ 校種別導入校数の推移

※沖縄県は地図を拡大しています。

コミュニティ・スクールとは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第47条の５
の規定に基づく学校運営協議会を置く学校であり、学校運営協議会とは同規定に基づ
き教育委員会より任命された委員が、一定の権限と責任を持って、学校の運営とそのた
めに必要な支援について協議する合議制の機関のことです。
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コミュニティ・スクールの導入率 ３か年の推移

都道府県・指定都市別/全学校種

各年度とも

５月１日時点

全国平均52.3%

都道府県（指定都市含まず） 指定都市



コミュニティ・スクール及び地域学校協働本部の学校種別の状況

校種 学校数
コミュニティ・スクール 地域学校協働本部

導入校数 導入率 整備校数 整備率

幼稚園 2,437園
(3,060園)

341園 14.0％ 510園 20.9％
(325園) (10.6％) (612園) (20.0％)

小学校 18,437校
(18,619校)

10,812校 58.6％ 13,487校 73.2％
(9,121校) (49.0％) (13,160校) (70.7％)

中学校 9,010校
(9,061校)

5,167校 57.3％ 6,173校 68.5％
(4,287校) (47.3％) (5,976校) (66.0％)

義務教育学校 202校
(159校)

152校 75.2％ 152校 75.2％
(111校) (69.8％) (120校) (75.5％)

高等学校 3,449校
(3,482校)

1,144校 33.2％ 581校 16.8％
(975校) (28.0％) (494校) (14.2％)

中等教育学校 35校
(34校)

8校 22.9％ 4校 11.4％
(7校) (20.6％) (4校) (11.8％)

特別支援学校 1,117校
(1,103校)

511校 45.7％ 237校 21.2％
(395校) (35.8％) (202校) (18.3％)

合計 34,687校
(35,518校)

18,135校 52.3％ 21,144校 61.0％
(15,221校) (42.9％) (20,568校) (57.9％)

令和５年５月１日
時点

※ 括弧内は令和４年度の調査結果



教職課程においてコミュニティ・スクール及び地域学校協働活動を取り扱う際の関連情報の
活用について（依頼）（令和5年12月1日付け事務連絡） 【抜粋】

地域における教育力の低下や、学校を取り巻く課題の複雑化・困難化等が指摘される中において、学校や地域が抱え
る課題に対応するとともに、現行学習指導要領の理念である「社会に開かれた教育課程」を実現していくためには、学校と
地域の連携・協働を進めていくことが必要であり、近年その重要性がますます高まっています。
こうしたことを踏まえ、文部科学省では、保護者や地域住民等が学校運営に参画する「コミュニティ・スクール（学校運
営協議会制度）」と、地域住民等の参画により地域と学校が連携・協働する「地域学校協働活動」の一体的な取組
を推進しています。
特に、コミュニティ・スクールについては、学校運営協議会の設置が平成29年に教育委員会の努力義務となって以降、

大きな広がりを見せており、本年５月時点で全国の公立学校（初等中等教育段階）の半数以上（52.3％）に導
入されるとともに、域内全ての学校に導入する教育委員会も増えています。このため、教職課程を履修する学生にとって
も、コミュニティ・スクール及び地域学校協働活動についての理解を深めていただく必要性が増している状況です。
文部科学省では、コミュニティ・スクール及び地域学校協働活動の周知と取組の充実を図るため、制度趣旨や意義等に

ついてまとめた資料や、取組事例、関係会議の資料等を、下記のとおり公表しています。教職課程を置く大学等におかれ
ては、教職課程コアカリキュラム（令和３年８月４日教員養成部会決定）に示す「教育に関する社会的、制度的又は
経営的事項（学校と地域との連携及び学校安全への対応を含む。）」に関する科目等で「学校と地域との連携」の内
容を取り扱う際には、これらの資料等も御活用いただき、コミュニティ・スクールや地域学校協働活動についての学生の
理解がより一層深まるよう御検討をお願いします。

記

◼ パンフレット「これからの学校と地域 コミュニティ・スクールと地域学校協働活動」

https://manabi-mirai.mext.go.jp/upload/korekaranogakkoutotiiki_pamphlet2020.pdf

◼ コミュニティ・スクールの在り方等に関する検討会議 最終まとめ（令和４年３月14日）

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/163/toushin/mext_00001.html

◼ 学校と地域でつくる学びの未来 ※制度趣旨や意義等についてまとめた資料や、全国の取組事例等を掲載しています。

https://manabi-mirai.mext.go.jp/torikumi/chiiki-gakko/cs.html

https://manabi-mirai.mext.go.jp/upload/korekaranogakkoutotiiki_pamphlet2020.pdf
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/163/toushin/mext_00001.html
https://manabi-mirai.mext.go.jp/torikumi/chiiki-gakko/cs.html


コミュニティ・スクール（学校運営協議
会制度）と地域学校協働活動を一体的に推
進していくための基本的な考え方について
分かりやすく解説しています。

◇ これからの学校と地域
コミュニティ・スクールと地域学校協働活動

◇ 学校運営協議会設置の手引き
（令和元年度版）

◇ 地域学校協働活動の推進に向けた
ガイドライン（参考の手引）

コミュニティ・スクール、地域学校協働活動に関するパンフレット等

教育委員会における、地域学
校協働本部の整備、地域学校協
働活動推進員等の確保・質の向
上、学校・地域住民に対する情
報提供、安全・安心な活動の推
進といった事項について、様々
な地域における先進的な事例の
紹介も交えて示しています。

コミュニティ・スクール導
入を目指す教育委員会事務局
や学校管理職向けのガイド
ブックです。
導入にあたって必要な準備
や運営のポイント等を詳しく
解説しています。



（参考）「学校と地域でつくる学びの未来」ホームページ

https://manabi-mirai.mext.go.jp/ もしくは “ 学びの未来 “ で検索

https://manabi-mirai.mext.go.jp/


（参考）【事例】CSによる「社会に開かれた教育課程」の実現（茨城県牛久市）

茨城県牛久市立の小中学校では、学校運営協議会委員が授業研究に参画することで、学校教育に対する理解を深め、

教育課程を通して子供たちに身に付けさせたい資質・能力を熟議することにより、「社会に開かれた教育課程」を実現している。

◆牛久市では、コミュニティ・スクールを導入するも、地域が具体的に何をすれ
ばよいのか、学校・地域ともにイメージを持てないことが課題だった。

◆児童生徒の実態や教師の多忙さを地域の方に説明しても、十分な理解が
得られなかった。

◆校内授業研究会などの機会に協議会委員が授業を参観し、授業参観後
には協議会委員が教師と共に授業を振り返る研究協議を設けることで、指
導法の意図や子供の実態についての共通理解を図る。

➡授業内における子供同士の関わり合い方や、ノートの記載内容等について、
教師と違った視点を含めた研究協議は、学校にとって貴重な機会。

◆学校運営協議会において、学校の教育目標と地域の課題解決を柱とした
熟議により、教育課程の検討を行う。

◆子供に育てるべき資質・能力や地域の課題について、学校と地域が相互に
理解した上で、様々な地域学校協働活動を展開。

➡子供の学びと地域課題の解決の両立を目指した取組となった。

◆一部の協議会では、卒業生（大学生）が委員として参画。

➡若者の視点を取り入れたことで熟議の活性化につながった。

取組に至った背景

協議会委員が校内研究授業に参画することで、
子供たちの学びの実態について理解を深める。

授業のねらいや子供たちの様子について学校と地
域が共通理解した上で、子供たちに身に付けさせ
たい資質・能力や地域学校協働活動の在り方等
について熟議。

特徴的な取組

牛久南中学校での実践

熟議の結果を踏まえ、子供たちが地域住民と一
緒になって地域の活性化に向けて取り組む内容を
、総合的な学習の時間の探究課題に設定し、単
元を計画。

地域の思いや願いに触れた子供たちは、主体的に
地域活性化に寄与する様々な取組を実践。地域
に貢献することによって味わうことのできるやりがいや
喜びを学んだ。

◆地域住民の学校教育に対する理解が深まったことで、学校の現状や
課題を踏まえた議論が可能となり、「社会に開かれた教育課程」を実現。

➡子供の学びが地域の活性化につながる「学校を核とした地域づくり」へ。

◆授業づくりのサイクルに協議会委員も参加し、教師の授業力向上に貢献。

➡質の高い学びにつながり、子供たちの学力向上にも寄与。

成果・効果

👥 市内校長の声

●学校と地域の連携・協働が進むにつれて、地域の方を講師とした授業が、講義

形式から課題解決型に変容するなど、子供たちの学び方が変わっていきました。

●植物栽培の技術指導や、教材としての企業関係資料の提供など、地域の方が

授業づくりに協力してくださることで子供たちの学びの質が高まっています。



岡山県浅口市では、コミュニティ・スクールと地域学校協働活動を活用し、育てたい子供の姿や学校・家庭・地域の課題を共有したうえで、学校業務の

棚卸しに取り組むとともに、学校・家庭・地域の役割分担と連携・協働を進め、教職員の意識改革や教育の質の向上など、学校の働き方改革を推進

鴨方東小学校

業務改善

〇 業務内容の棚卸し
〇 コミュニティ・スクールの設置
〇 校務分掌の新体制化 など

〇 時間管理のカエル５
〇 職員会議・終礼改善
〇 勤務時間の記録 など

〇 職員室の機能的なレイアウト
〇 人間関係・同僚性の構築

など

教職員アンケートの項目 割合（％)

退校時刻面で効果があった 88.8

働き方に関する意識が変わった 88.8

タイムマネジメント面で効果があった 86.3

業務や会議が減った 81.3

授業準備・学力向上に関わる時間が
増えた

77.5

精神的にゆとりができた 72.5

熟議の様子時間改善

環境改善

方針・目標の設定 取組の実践（コミュニティ・スクールと地域学校協働活動） 働き方改革への効果

寄島小学校

① 業務内容の棚卸し 業務の精選や教職員の意識改革に効果

教員の一日あたりの超過勤務時間が減少

（鴨方東小学校資料より作成）

チームによる対応

「学校運営協議会の協議・決定は、保護者や地域のお墨付きのような
もの。より積極的な改善も可能となる。実際に、改善実践後に保護者
や地域からの後ろ向きな意見はほぼなかった」（校長）

「困ったときに、地域に気軽に相談できる。こんなありがたいことはない」
（教頭）

○ チームリーダー教員を中心に
取組を企画・検討し、学校運
営協議会を活用して、評価・
改善を推進

② 教育活動の再整理・再認識

157 159 106 113 93 

2月 6月 2月 6月 12月

分 分 分 分

（一日あたりの平均超過勤務時間）

分

（H29） （H30）

前年同月比

28.9％減少

（鴨方東小学校資料より作成）

③ 地域と連携・協働した活動の実践

➤ コミュニティ・スクールの導入により、保護者や地域と協議し、
共通理解のもとで業務の見直しを進めることが可能に

（例）教職員、保護者、地域住民で熟議を
実施。参加者が共通理解した上で、
業務の廃止・簡略化を検討

→ できる改善から速やかに着手

（例）見直し：一律の家庭訪問を廃止し、希望懇談制に変更
充実：教職員チームによる地域の危険個所等のパトロールを強化

➤ 熟議の過程で、教員自身が教育活動の目的や必要性を
再整理・再認識し、業務の見直しや意識改革につながる

（例）コーディネーターの一人（主任児童委員）が、不登校児童に
対して地域の立場からサポート

→ 担任の業務負担と負担感が大幅に軽減

➤ 保護者や地域との共通理解・信頼関係のもと、地域学校協働
活動を実施することで、教育の質の向上、教員の負担軽減に

CSによる学校における働き方改革の推進（岡山県浅口市）（参考）事例



CSを活用した不登校対策の取組（北海道登別市）

北海道登別市では、コミュニティ・スクールの導入を契機に、保護者・地域住民等を含めたチームとして不登校対策に着手。学校運営協

議会の組織を生かし、多様な関係主体との円滑な情報共有や連携・協働により、新たな不登校の発生を抑えることができている。

CS導入前 CS導入後

H23 H24 H25 H26 H27 R28 R29 H30

小学校（人） ６ ７ ８ ５ ４ １ ２ １

中学校（人） ３０ ２６ ２５ ２３ ２２ １８ １９ ２１

合計（人） ３６ ３３ ３３ ２８ ２６ １９ ２１ ２２

CS導入前

学校

教育委員会

・ 学級担任（学年）による対応
・ 生徒指導部による対応
・ スクールソーシャルワーカー（SSW）への相談
・ スクールカウンセラー（SC）への相談  etc

・ 指導主事、カウンセラー等の派遣
・ 児童相談所への相談
・ フリースクール等との連絡・調整 etc

学校運営協議会
守秘義務が課されているため、生徒
個人の様子や家庭の状況を共有す
ることが可能

連携・協力

報告・相談

登別市の不登校児童・生徒数の推移 CS導入後、5年間で約３割減少

地域住民や民生委員が学校運営協
議会委員として参画することにより、
地域や福祉部局等との連携を強化

地域住民による登下校の
見守り、SSWや市長部局
職員による家庭訪問などを
必要に応じて実施

不登校事案
の発生

（委員例）
保護者、地域住民、学識経験者
民生委員 など

協力体制を再整備

CS導入後

学校

学校運営協議会を中心として、学校、教育委員会、地域住民、関係機関などが
情報を共有

不登校事案の発生
不登校の予兆あり

不登校対策チーム内で協議したことも含め、
いじめや不登校の状況を学校運営協議会
に報告

不登校対策チームの設置

教育委員会 地域住民・関係機関

学校運営協議会から
教育委員会への連絡・
報告が可能

校長、教頭、生徒指導部長、学年主任
などの教員に加え、必要に応じて、SC、
SSWも参画

成果・ポイント

・ 学校運営協議会で個人名を出して報告することにより、当該児童生徒やその
家庭と関わりがある委員から新たな情報を得たことで、教職員が即時かつ適切
に保護者に関わったり、支援策を講じたりすることができた

・ また、学校運営協議会委員からは「当該児童生徒の家庭と関わる機会があれ
ば、情報を提供する」 「町内会行事や登下校時に児童生徒の様子を観察する」
などの申し出もあり、学校と地域住民等がチームとして不登校対策に取り組む体
制を構築することができた

具体的な支援方策や生徒指導の在
り方に関する協議につながる

（参考）事例



（参考）【事例】専門高校におけるCSを活用した産学官の連携（広島県立庄原実業高校）

広島県立庄原実業高校は、学校運営協議会やコンソーシアムの仕組みを活用し、産学官が連携・協働した教育課程の実施などの

地域と産業界、専門高校が一体となった取組を進めることで、地域の未来創造に貢献できる人材を育成している

◆コミュニティ・スクールの取組をきっかけとして「庄原ひとづくりコンソーシアム」  

  を結成し、産学官が連携して、地域の持続的な成長を牽引する最先端の

  農業人材（スマート農業等の担い手）の育成に向けた取組を進めている

◆ 学校運営協議会での協議をもとに、以下の助言や援助を実施

・ 科目「課題研究」に係る生徒への指導・助言、学習成果発表会での審査

・ 最先端の農業技術習得のための実習に係る講師選定・講師との連携

⇒産学官と連携・協働した最先端の農業教育（スマート農業等）を実現

◆ 現在学んでいる学校・学科に進んだことを大変よかったと思っている生徒の割合

    庄原実業高校：83.7％（回答対象高等学校の平均値43.1％）

◆ 地域に関する学習や体験活動を行うことで、地域の良さに気づくことができた生徒の割合

庄原実業高校：85.4％（回答対象高等学校の平均値78.6％）

取組概要

特徴的な取組

成果・効果

◆ 学校運営協議会の委員と地域の産学官の関係者たちが対話を重ねな

がら活動することで、関係者全員で目標・課題の共有が可能

◆ 産学官との協働研究の成果について生徒たちが委員に発表することで、

学校運営協議会における効果的な改善策の議論につながっている

庄原実業高等学校

学校運営協議会

庄原商工会議所

農業技術大学校

庄原農業協同組合

県立広島大学

庄原市

庄原ひとづくりコンソーシアム

産学官の連携体制

学校運営協議会での協議内容、学校や地域の目標・課題を「庄原
ひとづくりコンソーシアム」と共有することで、産学官が連携・協働した
教育課程を計画的・体系的に実施

工夫・ポイント

系統的な教育カリキュラムの実施

１学年科目
「農業と環境」

地域の課題を知り、
解決策を提案

２学年科目
「農業実践研究」
学校農場や地域の
実習先で実践

３学年科目
「課題研究」

これまでの学習を踏
まえた研究

：学校運営協議会にも参画

庄原市の小・中学校
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